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1. 補助目的 

原油価格及び電気、ガス料金等の高騰の影響を受けた市民の負担を軽減するとともに、再生可

能エネルギー等の普及促進及び地球温暖化防止に資するため、再生可能エネルギー設備等を設

置した者に対し、補助金を交付する。 

 

2. 補助対象設備 

①「太陽熱温水器」 ② 「省エネ型給湯器」 ③「蓄電池設備」 

 

3. 補助対象事業・対象者 

市内在住で、市内の住宅（店舗との併用住宅を含み、賃貸住宅は除く。）に設備を新たに設置ま

たは、補助対象設備が設置された住宅を購入する個人とする。なお、市税等の滞納がある者は

対象者としない。 

 

4. 補助対象期間 

令和 4年 7月 20日（水）～和 5年 2月 28日（火）に契約したもの 

 

5. 補助申請受付期間及び受付方法 

令和 4年 9月 1日（木）～令和 5年 2月 28日（火） 

※受付は、先着順で窓口のみ。 

 

6. 補助金額 

対象設備の設置に要する経費（上限 10万円） 

 

7. 補助見込件数 

太陽熱温水器 省エネ型給湯器 蓄電池設備 計 

15件 100件 25件 140件 

 

8. 今後のスケジュール 

項目 
令和 4年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1）市民・業者への周知期間（令和 4年 8月 22日～）             

2）申請期間（令和 4年 9月 1日～令和 5年 2月 28日）             

3）設備導入完了実績報告受付期間             

4）支払い             

 

 

 
令和 4 年度「安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金」について 


